城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金手続きフロー
  合併処理浄化槽設置事業費補助金の交付申請につきましては、下記事項に留意のうえ適正に補助金申請を行っていただくようお願いいたします。
補助対象の確認　○補助対象となる方、補助対象区域について上下水道課で確認してください。

浄化槽設置届　○関係書類を添付し、上下水道課または指定確認検査機関へ提出してください。
(浄化槽明細書)

（様式第１号）

補助金申請　○上下水道課に次の書類を添付して申請してください。
（１）設置場所案内図　　　　（２）誓約書
（３）設置費見積書　　　　　（４）工事請負契約書の写し
（５）市区町村税の滞納がない旨の証明書

（６）浄化槽設置届の写し、又は浄化槽明細書及び確認済証の写し

（７）浄化槽概要書（型式適合認定書、認定書、別添仕様書及び図面）

（８）登録証の写し及び登録浄化槽管理票（Ｃ票）

（９）保証登録証（市町村用）

（10）環境保全に関する誓約書の写し、及び放流する場合は占用許可書の写し

（11）浄化槽設備士免状の写し

（12）賃借人の承諾書（住宅等を借りている場合のみ）
 （様式第２号）
交付決定通知　○申請書を審査した後、町から申請者に対し交付決定通知書を送付します。

設置工事　○設置工事は交付決定通知を受けてから実施をしてください。

　　　　　　　　　　　　　　
              　　☆　浄化槽据え付け時に役場で立会い検査を行ないます。
（様式第４号）

実績報告　○工事完了後１ヶ月以内、又は当該年度末のいずれか早い日までに、次の

　　　　　　　　　書類を添付して上下水道課へ提出してください。
                          　　（１）設置費明細書及び領収書の写し
                          　　（２）工事写真及び竣工写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　（浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎及び据え付け状況を示す写真で、町の立会いがあったものを含む）
                          　　（３）浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
                          　　（４）浄化槽法第７条検査に係る検査手数料払込通知書等の写し
                              （５）浄化槽使用開始報告書、浄化槽使用廃止届出書（単独処理浄化槽撤去の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　（６）産業廃棄物管理票Ｅ票又は最終処分場の発行する証明書の写し

（単独処理浄化槽・くみ取り槽を撤去する場合）
（様式第５号）

補助金確定通知書　○設置した処理施設が補助申請内容と相違する場合は、交付決定を取り
　　　　　　　　　　　消すことがあります。

（様式第６号）

交付請求書　○上下水道課へ提出してください。

補助金の支払い　○指定の口座へ振り込みます。
※　補助金申請の内容を変更する場合は、変更承認申請書の提出が必要となります。

補助額（限度額）一覧
	区　分
	下水道事業計画区域及び農集排処理区域を除く区域

	
	一般地域

（右欄の涸沼流域以外の地域）
	涸沼流域
（大字真端･大字大網の一部）

	
	通常型浄化槽
	窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

	合併処理浄化槽

設置費
	５人槽
	332,000円
	360,000円

	
	６～７人槽
	414,000円
	462,000円

	
	８～10人槽
	548,000円
	585,000円

	転換のみ
	単独処理浄化槽撤去費
	150,000円

	
	くみ取り槽撤去費
	120,000円

	
	宅内配管工事費
	330,000円


